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【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】

【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

防 犯 を 必 要 と す る 場 所 に 取 り 付 け ら れ 、 こ の 防 犯 場 所 の 映 像 を 撮 影 す る 防 犯 カ メ ラ と 、
　 計 時 手 段 を 備 え 、 前 記 防 犯 場 所 と 隔 離 さ れ た 箇 所 に 設 置 さ れ 、 前 記 防 犯 カ メ ラ に よ っ て
撮 影 さ れ る 映 像 情 報 を 受 信 し 、 記 録 す る 映 像 記 録 装 置 と 、
　 前 記 防 犯 カ メ ラ と 一 体 的 に 設 置 さ れ 、 ま た は 防 犯 カ メ ラ か ら 離 れ た 個 所 に 設 置 さ れ 、 前
記 防 犯 カ メ ラ か ら か ら の 映 像 情 報 を 前 記 映 像 記 録 装 置 に 送 信 し 、 ま た 前 記 映 像 情 報 を 前 記
映 像 記 録 装 置 に 記 録 す る 際 に 表 示 さ れ る 表 示 情 報 を 前 記 映 像 記 録 装 置 か ら 受 信 す る 第 １ の
送 受 信 部 と 、
　 前 記 映 像 記 録 装 置 に 記 録 さ れ る 映 像 情 報 を 取 り 出 し 表 示 す る 表 示 指 示 用 操 作 装 置 と 、 こ
の 表 示 指 示 用 操 作 装 置 の 操 作 に 基 づ い て 映 像 要 求 信 号 を 前 記 第 １ の 送 受 信 部 に 向 け て 送 信
し 、 こ の 映 像 要 求 信 号 に 基 づ い て 前 記 映 像 記 録 装 置 か ら 前 記 第 １ の 送 受 信 部 を 介 し て 送 信
さ れ て く る 映 像 情 報 を 受 信 す る 第 ２ の 送 受 信 部 と 、 こ の 第 ２ の 送 受 信 部 で 受 信 さ れ る 映 像
情 報 を 表 示 す る 表 示 部 と 、 こ の 表 示 部 に 表 示 さ れ た 映 像 情 報 を 記 憶 す る 記 憶 部 と を 備 え た
携 帯 端 末 と 、
を 有 す る 防 犯 情 報 管 理 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 設 定 し た 記 録 開 始 時 刻 で あ る と 前 記 計 時 手 段 に よ っ て 判 別 さ れ る と 、 前 記 防 犯 カ メ ラ に
よ っ て 撮 影 さ れ た 映 像 情 報 を 、 前 記 映 像 記 録 装 置 に よ っ て 自 動 的 に 記 録 を 開 始 す る こ と を
特 徴 と す る 防 犯 情 報 管 理 シ ス テ ム 。

請 求 項 １ に 記 載 の 防 犯 情 報 管 理 シ ス テ ム に お い て 、
　 設 定 さ れ た 記 録 開 始 時 刻 の 前 に 前 記 携 帯 端 末 か ら の 通 信 指 令 、 又 は 前 記 映 像 記 録 装 置 か
ら の 操 作 入 力 指 令 が あ っ た 場 合 は 、 前 記 計 時 手 段 に よ る 記 録 開 始 時 刻 ま で の 計 時 を リ セ ッ
ト し 、 再 度 計 時 を 開 始 す る こ と を 特 徴 と す る 防 犯 情 報 管 理 シ ス テ ム 。



【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】

【 請 求 項 １ ０ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 発 明 は か か る 課 題 を 解 決 す る も の で あ り 、
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請 求 項 １ に 記 載 の 防 犯 情 報 管 理 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 記 録 開 始 時 刻 の 任 意 設 定 、 お よ び 前 記 記 録 開 始 時 刻 に よ る 自 動 記 録 処 理 の 有 無 設 定
が で き る こ と を 特 徴 と す る 防 犯 情 報 管 理 シ ス テ ム 。

請 求 項 １ に 記 載 の 防 犯 情 報 管 理 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 映 像 記 録 装 置 は 、 現 在 の 当 該 映 像 記 録 装 置 の 状 態 情 報 を 記 録 し て お く 状 態 記 録 手 段
を さ ら に 備 え て お り 、 前 記 映 像 記 録 装 置 に 供 給 さ れ る 電 源 が 遮 断 さ れ た 後 、 再 度 、 電 源 が
前 記 映 像 記 録 装 置 に 供 給 さ れ る 場 合 、 前 記 状 態 記 録 手 段 に 記 録 さ れ て い る 状 態 情 報 に 基 づ
い て 、 電 源 が 遮 断 さ れ る 前 の 状 態 に 戻 す こ と を 特 徴 と す る 防 犯 情 報 管 理 シ ス テ ム 。

請 求 項 １ に 記 載 の 防 犯 情 報 管 理 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 映 像 記 録 装 置 と 接 続 可 能 で あ り 、 当 該 映 像 記 録 装 置 か ら の 送 ら れ て く る 映 像 情 報 を
受 信 し 、 表 示 す る 映 像 表 示 装 置 を さ ら に 有 し 、
　 前 記 記 録 開 始 時 刻 の カ ウ ン ト 数 を 、 前 記 映 像 表 示 装 置 に 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 防 犯
情 報 管 理 シ ス テ ム 。

防 犯 を 必 要 と す る 場 所 に 取 り 付 け ら れ 、 こ の 防 犯 場 所 の 映 像 を 撮 影 す る 防 犯 カ メ ラ に よ っ
て 撮 影 さ れ る 映 像 情 報 を 受 信 し 、 記 録 す る 映 像 記 録 装 置 で あ っ て 、
　 時 間 を カ ウ ン ト す る 計 時 手 段 と 、 記 録 開 始 時 刻 記 憶 領 域 と を 備 え 、
　 前 記 計 時 手 段 に よ っ て 前 記 記 録 開 始 時 刻 記 憶 領 域 に 記 憶 さ れ た 設 定 時 刻 が 参 照 さ れ 、 設
定 さ れ た 記 録 開 始 時 刻 と な る と 、 前 記 防 犯 カ メ ラ に よ っ て 撮 影 さ れ た 映 像 情 報 を 、 自 動 的
に 記 録 を 開 始 す る こ と を 特 徴 と す る 映 像 記 録 装 置 。

請 求 項 ６ に 記 載 の 映 像 記 録 装 置 に お い て 、
　 設 定 さ れ た 記 録 開 始 時 刻 の 前 に 前 記 携 帯 端 末 か ら の 通 信 指 令 、 又 は 当 該 映 像 記 録 装 置 か
ら の 操 作 入 力 指 令 が あ っ た 場 合 は 、 前 記 計 時 手 段 に よ る 記 録 開 始 時 刻 ま で の 計 時 を リ セ ッ
ト し 、 再 度 計 時 を 開 始 す る こ と を 特 徴 と す る 映 像 記 録 装 置 。

請 求 項 ６ に 記 載 の 映 像 記 録 装 置 に お い て 、
　 前 記 記 録 開 始 時 刻 の 任 意 設 定 、 お よ び 前 記 記 録 開 始 時 刻 に よ る 自 動 記 録 処 理 の 有 無 設 定
が で き る こ と を 特 徴 と す る 映 像 記 録 装 置 。

請 求 項 ６ に 記 載 の 映 像 記 録 装 置 に お い て 、
　 状 態 情 報 を 記 録 し て お く 状 態 記 録 手 段 を さ ら に 備 え て お り 、 供 給 さ れ る 電 源 が 遮 断 さ れ
た 後 、 再 度 、 電 源 が 供 給 さ れ る 場 合 、 前 記 状 態 記 録 手 段 に 記 録 さ れ て い る 状 態 情 報 に 基 づ
い て 、 電 源 が 遮 断 さ れ る 前 の 状 態 に 戻 す こ と を 特 徴 と す る 映 像 記 録 装 置 。

請 求 項 ６ に 記 載 の 映 像 記 録 装 置 に お い て 、
　 映 像 情 報 を 送 信 し 、 表 示 さ せ る 映 像 表 示 装 置 と 接 続 可 能 で あ り 、 前 記 記 録 開 始 時 刻 の カ
ウ ン ト 数 を 、 前 記 映 像 表 示 装 置 に 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 映 像 記 録 装 置 。

防 犯 を 必 要 と す る 場 所 に 取 り 付 け ら れ 、 こ
の 防 犯 場 所 の 映 像 を 撮 影 す る 防 犯 カ メ ラ と 、 計 時 手 段 を 備 え 、 前 記 防 犯 場 所 と 隔 離 さ れ た
箇 所 に 設 置 さ れ 、 前 記 防 犯 カ メ ラ に よ っ て 撮 影 さ れ る 映 像 情 報 を 受 信 し 、 記 録 す る 映 像 記
録 装 置 と 、 前 記 防 犯 カ メ ラ と 一 体 的 に 設 置 さ れ 、 ま た は 防 犯 カ メ ラ か ら 離 れ た 個 所 に 設 置
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さ れ 、 前 記 防 犯 カ メ ラ か ら か ら の 映 像 情 報 を 前 記 映 像 記 録 装 置 に 送 信 し 、 ま た 前 記 映 像 情
報 を 前 記 映 像 記 録 装 置 に 記 録 す る 際 に 表 示 さ れ る 表 示 情 報 を 前 記 映 像 記 録 装 置 か ら 受 信 す
る 第 １ の 送 受 信 部 と 、 前 記 映 像 記 録 装 置 に 記 録 さ れ る 映 像 情 報 を 取 り 出 し 表 示 す る 表 示 指
示 用 操 作 装 置 と 、 こ の 表 示 指 示 用 操 作 装 置 の 操 作 に 基 づ い て 映 像 要 求 信 号 を 前 記 第 １ の 送
受 信 部 に 向 け て 送 信 し 、 こ の 映 像 要 求 信 号 に 基 づ い て 前 記 映 像 記 録 装 置 か ら 前 記 第 １ の 送
受 信 部 を 介 し て 送 信 さ れ て く る 映 像 情 報 を 受 信 す る 第 ２ の 送 受 信 部 と 、 こ の 第 ２ の 送 受 信
部 で 受 信 さ れ る 映 像 情 報 を 表 示 す る 表 示 部 と 、 こ の 表 示 部 に 表 示 さ れ た 映 像 情 報 を 記 憶 す
る 記 憶 部 と を 備 え た 携 帯 端 末 と を 有 す る 防 犯 情 報 管 理 シ ス テ ム で あ っ て 、 設 定 し た 記 録 開
始 時 刻 で あ る と 前 記 計 時 手 段 に よ っ て 判 別 さ れ る と 、 前 記 防 犯 カ メ ラ に よ っ て 撮 影 さ れ た
映 像 情 報 を 、 前 記 映 像 記 録 装 置 に よ っ て 自 動 的 に 記 録 を 開 始 す る こ と を 特 徴 と す る 防 犯 情
報 管 理 シ ス テ ム で あ る 。
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